
包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和 3年度
所管課 

（措置実施課）
高齢福祉課

 
報告書ページ 40

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 　２

 

指摘事項等 

の内容

老人デイサービスセンターあかつかは，市が設置し，指定管理者として

社協に運営を委託している事業であり，委託費は利用料金制となってい

る。直近の経常増減差額は，赤字となっており，当該施設の運営は，社

協の負担となっている。老人デイサービスは，民間でも実施している事

業であり，社協が，施設設置コストを負担しない中で赤字を出しながら

継続していく必要性は高くないものとも考えられる。設置主体は市であ

ることから，市と協議し，老人デイサービスセンターあかつかのあり方

の検討を行うべきである。

 

講じた措置 

の内容等

　令和 3年度より，あり方について協議を継続している。 
老人デイサービス事業は飽和状態であり．民間でも赤字による事業廃

止が相次いでいる。 
今後も，実施形態の変更や廃止も含めて水戸市社会福祉協議会と協議

を継続し，早期にあり方の方針を出す見込みである。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和 3 年度
所管課 

（措置実施課）
高齢福祉課

 
報告書ページ 41

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 　３

 

指摘事項等 

の内容

（ロ）開江老人ホームの活用について 
開江老人ホームは定員 110 名の養護老人ホームであり，直近 3 年間の

月別延べ利用者数は以下の通りとなっている。 
（平成 30 年度）　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 名，日） 

　　　 
（令和 1 年度）　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位 名，日） 

 措置者 短期入所

 延人数 開所日数 1 日平均 延人数 開所日数 1 日平均

 4 月 2,417 30 80.6 18 30 0.6
 5 月 2,475 31 79.8 24 31 0.8
 6 月 2,374 30 79.1 10 30 0.3
 7 月 2,387 31 77.0 20 31 0.6
 8 月 2,256 31 76.0 0 31 0
 9 月 2,285 30 76.2 0 30 0
 10 月 2,365 31 76.3 79 31 2.5
 11 月 2,284 30 76.1 139 30 4.6
 12 月 2,329 31 75.1 128 31 4.1
 1 月 2,240 31 72.3 69 31 2.2
 2 月 1,979 28 70.7 32 28 1.1
 3 月 2,130 31 68.7 93 31 3.0
 合計 27,621 365 75.7 612 365 1.7

 措置者 短期入所

 延人数 開所日数 1 日平均 延人数 開所日数 1 日平均

 4 月 2,092 30 69.7 85 30 2.8
 5 月 2,201 31 71.0 36 31 1.2
 6 月 2,119 30 70.6 43 30 1.4
 7 月 2,160 31 69.7 21 31 0.7
 8 月 2,100 31 67.7 15 31 0.5



 

 
（令和 2 年度）　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位 名，日） 

 
平成 30 年度は定員に対する入所者の割合が 70％であったものの，令

和 1 年度は 61％，令和 2 年度は 55％とその率は下がっており，未活用
の空き室が増加している。 
当該施設は，養護老人ホームとして，措置入所のために設置されてい

るものであり，措置実施機関である市が措置を行わない限り，入所者を

募集しうるものではない。 
一方，厚生労働省は，「養護老人ホームにおける契約入所及び地域にお

ける公益的な促進について」（令和元年 7 月 2 日老高発 0702 第 1 号）
において，定員に対して 20％の範囲内であれば，「住宅確保配慮者に対

 9 月 2,065 30 68.8 23 30 0.8
 10 月 2,013 31 64.9 74 31 2.4
 11 月 1,933 30 64.4 32 30 1.1
 12 月 1,950 31 62.9 64 31 2.1
 1 月 1,937 31 62.5 72 31 2.3
 2 月 1,805 29 62.2 98 29 3.4
 3 月 1,863 31 60.1 87 31 2.8
 合計 24,238 366 66.2 650 366 1.8

 措置者 短期入所

 延人数 開所日数 1 日平均 延人数 開所日数 1 日平均

 4 月 1,770 30 59.0 61 30 2.0
 5 月 1,865 31 60.2 4 31 0.1
 6 月 1,728 30 57.6 4 30 0.1
 7 月 1,736 31 56.0 13 31 0.4
 8 月 1,689 31 54.5 12 31 0.4
 9 月 1,567 30 52.2 52 30 1.7
 10 月 1,596 31 51.5 40 31 1.3
 11 月 1,551 30 51.7 30 30 1.0
 12 月 1,612 31 52.0 1 31 0.03
 1 月 1,608 31 51.9 64 31 2.1
 2 月 1,513 28 54.0 72 28 2.6
 3 月 1,676 31 54.1 18 31 0.6
 合計 19,911 365 54.6 371 365 1.0



 する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」（平成

29 年法律第 24 号）により，住宅確保配慮者に対する賃貸住宅の供給を
促進する観点から，これまで以上に居住に課題を抱える者の受け皿整備

が求められることとなったほか，「地域包括ケアシステムの強化のための

介護保険法等の一部を改正する法律」（平成 29 年法律第 52 号）によっ
て掲げている地域共生社会の実現に当たっては，住まいの確保が重要で

あり，養護老人ホームがその機能を活かし，一定の役割を果たすことが

期待されていることから，契約により入所が可能であることを明記して

いる。 
施設の利用状況を勘案し，①入所措置すべき者の適切な把握，②入所

判定委員会の定期的な開催，③所在地以外の養護老人ホームを含めた広

域的な施設の活用などを行った上で，施設を有効活用する観点から，契

約入所による活用も検討していくべきである。

 

講じた措置 

の内容等

　水戸市においては，市内各圏域に設置した高齢者支援センター及びケ

アマネージャー，民生委員等の関係者からの入所相談に対して迅速に対

応し，入所判定委員会もほぼ毎月行うなど，これまで積極的に措置を行

っている。 
　しかしながら，介護保険サービスやサービス付き高齢者住宅などが充

実し，養護老人ホームへの入所以外の選択肢が増えた結果，真に入所措

置すべき者が減少しているのが現状である。 
　この状況は，他自治体においても顕著で，水戸市以外の自治体からの

措置入所が減少していることも，入所者減少の要因となっている。 
　入所者を増加させるためには，厚労省が示している契約入所も有効な

手段の１つであると考えられるが，当市においては，これまでの養護老

人ホームの対象者であった自立者以外の軽度の要介護者（要支援１～要

介護２程度）を積極的に受け入れて，かつ要介護状態になっても退所さ

せることなく，可能な限り長く支援していくことで，入所者を増加させ

るよう取り組んでいるところである。 
　令和４年度においては，１日平均 63.8 名と令和２年度と比較して約

10 名増加しており，取組みの成果が徐々に表れはじめている。 
今後は，新しい社会的役割への対応や要介護者の入所を可能とするた

めの個室化に伴う施設の定員変更など，指定管理者である水戸市社会福

祉協議会と協議を継続し，早期にあり方の方針を出す予定で進めるとと

もに方針決定後に契約入所の活用についても併せて検討する。 
　



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和３年度
所管課 

（措置実施課）
産業経済部観光課

 
報告書ページ 56

区分別 

の番号

指摘事項 ９

 意見

 

指摘事項等 

の内容

（ヘ）退職給付引当金の計算を適正に実施すべきこと 

　退職給付引当金の計算について、期末要支給額ではなく、将来の退職

時の給与を見積もり、その額に将来の定年退職時の支給率を乗じて得た

額から水戸商工会議所の特定退職金共済制度の金額を差し引いて計算し

ていた。退職給付に関する会計基準において認められる算定方法ではな

い。 

　さらに令和２年度末において、退職給付引当金の算定対象者４名の全

員が水戸商工会議所の特定退職金共済制度（特退共）における積立額が

期末要支給額を上回っていた。特定退職金共済制度に対する掛金は「外

郭団体の退職手当について（通知）」（平成 16年 10 月 21 日）において定

めた月３万円の上限額を毎月支払っているが、退職手当額のシミュレー

ションを実施したところ、職員の勤続年数の少ない時点から月３万円の

掛け金の支払いを行うことは過大な掛け金の支払いとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

　以上のことから令和２年度末の貸借対照表において退職給付引当金は

500,000 円計上されているが、本来の退職手当の支給額の算定方法等に

よる、あるべき退職給付引当金の金額としては０円であり、500,000 円

が過大に退職給付引当金として計上されている。 

　法人の適切な財政状態を表すため、適正な水準の掛金支払額とし、適

正な算定方法により退職給付引当金を計上すべきである。 

 

 

講じた措置 

の内容等

退職給付引当金の計算に関する指摘事項については，協会の正副会長

会議で報告させ，役員との情報共有を行ったほか，他の外郭団体の現状

調査や，協会としての最適な退職給付引当金のあり方，過大な掛け金の

支払いに対する対応策について市人事課との相談，調整を指示した。 

　また，人事課からは，指摘事項の是正に必要な指導監督を行うよう，

令和４年８月 10 日付け「外郭団体の退職手当に関する基準の適用の推進

等について」の通知があり，当該通知とあわせ，退職手当額のシミュレ

ーションも踏まえつつ，協会としての最適な方策の検討，対応を指示し

た。 

　協会においては，外郭団体の退職手当に関する基準や退職給付に関す

る会計基準の通知に基づき，毎月３万円を積み立てている現状を見直し

たほか，退職給付引当金の算定対象者ごとに退職手当額のシミュレーシ

ョンを行った。 

あわせて，勤続年数等を勘案し，適正な水準の掛金支払額を算定する

とともに，過大に計上していた退職給付引当金を是正するなど，令和５

年度からは，特定退職金共済制度において，適切に積み立てを行ってい

る。 

 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和３年度
所管課 

（措置実施課）
体育施設整備課

 
報告書ページ 107

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 11

 

指摘事項等 

の内容

（イ）指導者の育成に取り組むべきこと 

　市には、水戸市市民協働部スポーツ課内に水戸市スポーツ協会が存在

し、市民の体育の振興と各種競技団体の育成を図り、スポーツを通じ市

民の生活を明瞭にすることを目的に、 各種体育大会の開催、選手、審判

員の育成強化、社会体育指導者研修会の実施、優秀選手及び体育優良団

体の表彰等の事業を行っている。 

公益財団法人水戸市スポーツ振興協会は、定款で、各種スポーツ指導

者の養成を事業目的としているところである。 

今日、「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」(文化庁 令

和２年９月１日) において、「部活動を学校単位から地域単位の取組と

する」への方針が示され、地域団体において、地域部活動の運営を担う

人材や指導者を確保する必要が出てきている。 

水戸市市民協働部スポーツ課及び教育委員会等と連携し、地域単位の

中学校、高校生の部活動に寄与する指導者の育成に取り組まれたい。 

 

講じた措置 

の内容等

　（公財）水戸市スポーツ振興協会においては，各種スポーツ教室の開

催や各競技団体との連携により，指導者の育成や派遣に取り組んでいる

ところである。今後，国における「部活動を学校単位から地域単位の取

組とする」方針にともなう，地域部活動の運営を担う人材や指導者の確

保，育成等については，教育委員会やスポーツ課等と連携し，取り組む

こととする。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和３年度
所管課 

（措置実施課）
市民協働部文化交流課

 
報告書ページ 134

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 15

 

指摘事項等 

の内容

芸術館外の普及活動に積極的に関与すべきこと 
芸術財団は、地域における文化環境の創造と発展に寄与することを目

的として、芸術に関する教育普及事業を行う団体として、市において設

置されている。公益財団法人水戸市スポーツ振興協会でも記載している

が、今日、「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」（文化庁　

令和２年９月１日）において、「部活動を学校単位から地域単位の取組と

する」への方針が示され、地域団体において、地域部活動の運営を担う

人材や指導者を確保する必要が出てきている。 
学校単位の部活動には、小学校における金管バンドや中学校、高校に

おける吹奏楽部、合唱部、美術部等の芸術分野における活動も盛んに行

われているところであり、芸術財団の事業を通じての人脈や学芸員の知

見等での、地域部活動への移行に対する役割が期待される。 
社会環境の変化に伴う、地域における文化環境の創造や発展に寄与す

るための関わり方のニーズについても、積極的に取り組み、本来の目的

を最大限に達成するように取り組んでいく必要がある。

 

講じた措置 

の内容等

公益財団法人水戸市芸術振興財団は、水戸室内管弦楽団のメンバーに

よる演奏指導や小中学校の吹奏楽演奏会の実施、現代美術作家が学校を

訪問するワークショップをはじめ、市内及び県内の小中高校の授業や部

活動とこれまで十分な連携を図ってきた。 
また、水戸市教育員委員会との共催により、市内全校が参加する音楽

と演劇の鑑賞会や中学生合唱コンクール等も開催している。さらに、地

域の芸術文化団体との共催事業等により、社会教育の推進を図っており、

今後も積極的に地域の文化環境の創造と発展に継続して取り組んでいく

ことを確認した。 
なお、文化庁による「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革につい

て」に基づく学校の部活動との関わりについては、市教育委員会から方

針が示された後に，それを踏まえながら検討していく。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 
監査実施年度 令和３年度

所管課 

（措置実施課）
産業経済部農政課

 
報告書ページ 143

区分別 

の番号

指摘事項 18

 意見

 

指摘事項等 

の内容

（イ）事業部別正味財産増減明細において、補助金を適正に配分すべきもの 
　農業公社は、事業部別正味財産増減明細にあたって補助金を按分しているが、農業

公社運営費の多くを法人会計で計上している。 
　ところで、農業公社運営費補助金は、一般財団法人水戸市農業公社運営補助金交付

要項（平成 14 年 6 月 3 日水戸市告示第 87 号）に基づいて交付されるものであり、以

下のように定められている。 
 
(補助事業等) 
第 2 条　補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業等」という。)は、公社の運営事

業の運営事務及び一般財団法人水戸市農業公社定款第 4 条第 1 号、第 4 号、第 6 号及

び第 9 号に規定する事業(以下「公社事業」という。)とする。 
(補助対象経費) 
第 3 条　補助金の対象となる経費(以下「以下「補助対象経費」という。」は、補助事

業等を行うために必要な経費のうち、次の各号に掲げる経費とする。 
（１） 運営事務に要する経費で次に掲げるもの 
ア　公社役員の報酬等に係る経費及び公社職員の給与関係経費 
イ　アに掲げるもののほか、公社の運営に要する経費のうち、市長が必要と認めるも

の 
（２） 公社事業に要する経費のうち、市長が必要と認めるもの 
と定めている。 
 
事業部別正味財産増減内訳を見ると、法人会計において、経費以上の運営補助金が

配布されていることから、運営補助金が補助対象経費に見合って配分されていない状

況は明らかである。 
　適正に処理を行っていく必要がある。



 

講じた措置 

の内容等

公益法人制度改革に伴い，一般財団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社

団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律の規定によ

り，公益法人が一般社団・財団法人に移行する場合は，移行時に保有する純資産額を

基礎として算定した額（公益目的財産額）に相当する金額を，計画的に公益の目的に

支出するための計画（公益目的支出計画）に従って支出することが義務付けられてい

る。 

当公社は，平成 24年に一般財団法人に移行したが，営農対策事業，農業機械リース

事業の２事業が，公益目的事業の継続事業として認定されており，公益目的支出計画

が完了するまで，公益を目的とする支出を行う必要があるため，現在は経理上，法人

会計に運営補助金を多く配分している。 

令和５年度は，公益目的支出計画対象事業の収支差額で 7,783,784 円以上を計上で

きれば同計画は完了の見込みであるため，茨城県とも調整の上で，速やかに達成でき

るよう取り組んでいく。 

公益目的支出計画終了後の令和６年度からは，補助金の適正配分ができるよう処理

を行っていく。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 
監査実施年度 令和３年度

所管課 

（措置実施課）
産業経済部農政課

 
報告書ページ 145

区分別 

の番号

指摘事項 19

 意見

 

指摘事項等 

の内容

（ハ）設備投資を行う場合の原価への反映について 
乳製品事業に関して、製品別の原価が把握されているか確認したところ、以下の資

料が作成されていた。 
 

A 製品の例 

 
包装資材の数量を製造数量とし、このときの原材料・人件費・包装資材費を集計し

て、1 個当たりの単価を算定していると思われる。 
但し、この単価に関する情報が、実際の原材料費、人件費、包装資材費の発生金額

と整合しているか検証はされていない。 
また、乳製品事業に関しては製造設備が老朽化し、設備の更新が検討されている。 
自社で製造設備を投資する場合には、製造設備の投資額については、製品の販売収

益で回収することになる。 
販売単価をいくらにすれば、製造設備の投資額を回収できるのか把握する必要があ

り、販売単価を検討するための基礎情報として、製造設備の投資額を反映させた原価

情報が必要になる。具体的には、以下の情報を整理して設備投資計画を作成し、原価

情報に反映させる必要がある。 
・製造設備に関する減価償却費の額、年間の製品生産量（基準生産量）。 
・1 個当たりの減価償却費 
・基準生産量の前提となる設備の稼働年数と当該設備による総生産量 

 数量 単価 金額

 原材料 牛乳 140 160.0 22,400
 乳酸菌 441
 レンネット 93
 白カビ 453
 人件費 職員 4 10644
 嘱託 0
 パート 4 3400
 包装資材 126 14,049
 合計 51,450
 
 1 個あたり 126 408



 ・設備の稼働期間における販売数量の予測、市場動向の予測　等 
実際に設備投資を行う際には、具体的な設備投資計画を策定することになると思わ

れるが、現段階では、具体化されたものはない。 
作成した原価情報については、実際の原材料・人件費・包装資材費との整合性を検

証することが必要である。整合性を検証しなければ、実態を表した原価情報かどうか

が判断できない。 
また、自前で製造設備を投資するのであれば、投資回収ができるかどうかの検討は

必須である。 
投資回収ができるかどうかを検討する際には、楽観的な見通しを排除するために、

具体的な設備投資計画を作成すること、計画における客観化された情報に基づいて実

現可能性を検討することが必須である。

 

講じた措置 

の内容等

　チーズ製造設備が令和４年度に整備が完了した。設備投資を反映した原価の在り方

等については，設備投資の投資額を反映させた原価情報を作成し，見直し作業を行っ

ている。 

　また，近年，原材料費や資材費等が高騰しており，食料品の値上げが相次いでいる

ことから，乳製品価格についても，令和４年度に約 10％の値上げを実施した。 

　引き続き，競争他社製品の価格改定状況を注意しながら，消費者が納得する適正価

格の範囲内で，価格改定に取り組んでいく。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 
監査実施年度 令和３年度

所管課 

（措置実施課）
産業経済部農政課
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区分別 

の番号

指摘事項 20

 意見

 

指摘事項等 

の内容

（イ）機械リース事業の改善について 

　農業機械リース事業は、年間６百万円～９百万円の経常増減額のマイナスとなって

いる。機械リースは、受益者負担が原則であり、マイナスで継続することは農業公社

の行う農業施策の基礎を喪失させることになる。 

　機械が老朽化し、再更新を検討していくにあたっては、同一機械で作業を請け負う

農作業管理事業（ＪＡ水戸から派遣されている職員人件費相当額も含めた上で）と合

算で、少なくとも、正味財産が増加するよう、リース料の見直しを検討したうえで機

械の更新を進めていく必要がある。 

　また、リース料の見直しにあたっては、貸与先が一定の生産組合等のみとなってい

るような大型機械については、リース料の見直しが貸与先に許容されるかを十分に検

討し、貸与先が同機を購入すること等による遊休化しないよう取り組んでいく必要が

ある。

 

講じた措置 

の内容等

公益法人制度改革に伴い，一般財団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社

団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律の規定によ

り，公益法人が一般社団・財団法人に移行する場合は，移行時に保有する純資産額を

基礎として算定した額（公益目的財産額）に相当する金額を，計画的に公益の目的に

支出するための計画（公益目的支出計画）に従って支出することが義務付けられてい

る。 

当公社は，平成 24年に一般財団法人に移行したが，営農対策事業，農業機械リース

事業の２事業が，公益目的事業の継続事業として認定されており，公益目的支出計画

が完了するまで，公益を目的とする支出を行う必要があるため，現在は経理上，法人

会計に運営補助金を多く配分している。 

令和５年度は，公益目的支出計画対象事業の収支差額で 7,783,784 円以上を計上で

きれば同計画は完了の見込みであるため，茨城県とも調整の上で，速やかに達成でき

るよう取り組んでいく。 

公益目的支出計画終了後の令和６年度からは，補助金の適正配分ができるよう処理

を行っていく。 

　また，リース料金の見直しについては，水戸市農業公社が令和元年度に作成した経

営改善計画に基づき，一部の機械については，令和２年度に利用者等と事前説明の上，

適正な料金体制を設定している。 

　引き続き，農業機械の更新のタイミング等で，利用料金の改定を検討していく。





包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
監査実施年度 令和３年度

所管課 

（措置実施課）
産業経済部農政課
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区分別 

の番号

指摘事項

 意見 17

 

指摘事項等 

の内容

（ロ）乳製品事業について再検討すべきこと 

森のシェーブル館で行う事業において，建物および製造設備は市から貸与をうけて

おり，原価に計上されていない。さらに，年間３百万円の補助金を計上した上で，黒

字化しているが，これらの要因を除けば，実質赤字で継続している事業である。 

　赤字の要因として，公社は製造設備の老朽化等による生産効率の悪化を掲げている

一方，消費が増加しないという不安も掲げている。 

　国の補助金を活用し，新設備の導入を検討しているが，市場の需要予測や生産設備

の導入による原価への影響等が考慮されていない。 

　現状についての原価構成をヒアリングベースで確認すると，原料費３割，その他の

原価で４割，併せて７割程度であるとのことであった。このことを前提に，生産が効

率化した上で生産量を増加させた場合，自社で直売できるのであれば大きく利益に貢

献できると思慮するが，この生産量の増加分を卸売りで販売すると，卸値は定価の７

掛け程度であることから，利益の貢献は，生産量増加による固定費負担の低減分にと

どまり，利益の大幅な改善への期待は薄まるものと考えられる。これらの要因につい

て分析することなく，設備更新を検討されている状況は，マネジメントして適切な状

態ではない。 

　製造に通じたマネジメントを実行していける人材を育成していく必要がある。 

　また，市として，乳製品を市内農産品としてどう位置付けているのかも明確とは言

えず，単に森のシェーブル館の産品としての位置づけとされているものであるならば，

20 年を経て実質赤字である事業について再検討する必要がある。 

 

講じた措置 

の内容等

森のシェーブル館は，平成３年に開設して以来 30 年以上，国内では珍しいヤギ乳や

牛乳を原料とするナチュラルチーズ等を製造しており，製造された乳製品は，本市の

特産品として位置付けられている。 

また，山根地区の交流拠点として，市内外から年間約 20万人が訪れる森林公園の看

板施設にもなっている。 

本市では，森林公園再整備計画に基づき森のシェーブル館の再整備を検討し，令和

４年度には，国の補助事業を活用し，チーズ製造設備の整備が完了した。 

新たなチーズ製造設備を活用した製造計画や商品開発，事業収支の改善に向けた取

組については，定期的に製造販売会議を開催し，職員間での情報共有を図った。 

今後も引き続き，森のシェーブル館の乳製品が，本市の特産品として魅力的な商品

となるよう，製造・販売の充実を図るとともに，引き続き，乳製品事業に精通した人

材の確保・育成に取り組んでいく。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 監査実施

年度
令和３年度

所管課 

（措置実施課）
都市計画部公園緑地課

 報告書ペ

ージ
163

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 18

 

指摘 事項

等 

の内容

（ロ）契約事務等の合理化について 

委託契約に関する金額、件数について、平成 30 年度・令和１年度・令和２年

度の状況を見ると以下の通りである。 

　そのうち、公園管理業務の契約状況は、以下のとおりである。 

 平成 30 年度 令和 1年度 令和 2年度

 契約金額　合計 312,858,720 円 323,405,538 円 328,494,739 円

 契約件数 250 件 197 件 205 件

 業務名 平成 30 年度 令和 1 年度 令和 2 年度

 千波公園植物管理業務( I ) ㈱石翠園 同左 同左

 千波公園植物管理業務( Ⅱ ) ㈱植正園 同左 同左

 千波公園植物管理業務( Ⅲ ) 常磐造園㈱ 同左 同左

 千波公園植物管理業務( Ⅳ ) ㈱大京園 同左 同左

 千波公園植物管理業務(新好文茶屋周辺) ㈱小澤造園 同左
同左

 千波公園(西の谷)外 1 箇所植物管理業務 ㈱小澤造園 同左

 双葉台公園植物管理業務 ㈱小林造園 同左 同左

 駅南平和公園植物管理業務 ㈱沼田緑化園 同左 同左

 東山近隣・児童公園植物管理業務 ㈱大京園 同左 同左

 保和苑植物管理業務 ㈲会沢造園 同左 同左

 大塚池公園植物管理業務( I ) ㈱石翠園 同左 同左

 大塚池公園植物管理業務( Ⅱ ) 興和緑地建設㈱ 同左 同左

 小吹水源池公園植物管理業務 ㈱小林造園
同左 同左

 河和田 3 丁目市民の森外 2 箇所植物管理業務委託 ㈱小林造園

 七ッ洞公園植物管理業務( I ) ㈲会沢造園 同左 同左

 七ッ洞公園植物管理業務( Ⅱ ) ㈲エバタ造園 同左 同左

 七ッ洞公園植物管理業務( Ⅲ ) ㈱タナカ築庭 同左 同左

 中沢池公園植物管理業務 ㈱沼田緑化園 同左
同左

 元吉田荒谷街区公園外 1 箇所植物管理業務 ㈱沼田緑化園 同左

 元吉田児童公園植物管理業務委託 常磐造園㈱ 同左 同左



  元吉田第 1 児童公園植物管理業務委託 ㈱大京園 同左 同左

 元吉田古宿街区公園・笠原児竄公園植物管理業務委託 ㈲鈴木緑化サービス 同左
同左

 河和田 2 丁目 (さくら・けやき )街区公園外 2 箇所植物管理業務 ㈲鈴木緑化サービス 同左

 東溜児童公園・緑地植物管理業務 ㈱鴨志田造園建設 同左 同左

 けやき台各児童公園植物管理業務委託 ㈱小澤造園
同左 同左

 東前梅の木街区公園外 2 箇所植物管理業務委託 ㈱小澤造園

 七軒町児童公園・弁財天池緑地外 5 箇所植物管理業務 ㈱タナカ築庭 同左 同左

 おけさ池児童公園植物管理業務委託 いばらき総合企業組合 同左 同左

 萬葉曝井の森外 2 箇所植物管理業務 ㈱大京園 同左
同左

 紀州堀緑地植物管理業務( 1 ) ㈱大京園 同左

 水府ふれあい街区公園・緑地外 3 箇所植物管理業務委託 ㈲会沢造園 同左 同左

 東前朝日が原街区公園乗越沢緑地植物管理業務委託 ㈱植幸 － －

 三の丸緑地・市民の森 (小沢の滝 )植物管理業務 緑地企画㈱ 同左 同左

 逆川緑地植物管理業務( I ) ㈱植正園 同左 同左

 逆川緑地植物管理業務( Ⅱ ) ㈱石翠園 同左 同左

 逆川緑地植物管理業務( Ⅲ ) ㈱植正園 同左 同左

 逆川緑地植物管理業務( Ⅳ ) ㈱田寺緑地土木 同左 同左

 千波公園花壇管理業務 ㈱田寺緑地土木
同左 同左

 千波公園(西の谷)花壇等植物管理業務 ㈱田寺緑地土木

 水戸西流通センター緑地除草業務委託 ㈱タナカ築庭 同左 同左

 元石川工業団地緑地除草業務委託 ㈱植幸 同左 同左

 備前堀植物管理業務委託 ㈲エバタ造園 同左
同左

 紀州堀緑地植物管理業務( Ⅱ ) ㈲エバタ造園 同左

 百合が丘南・西街区公園植物管理業務 ㈱大京園 同左 同左

 百合が丘北街区公園植物管理業務 常磐造園㈱
同左 同左

 百合が丘公園植物管理業務 常磐造園㈱

 百合が丘緑地植物管理業務 ㈱田寺緑地土木 同左 同左

 百合が丘中央広場植物管理業務 ㈱植幸 同左 同左

 安戸星緑地植物管理業務委託 ㈱沼田緑化園
同左 同左

 瀬戸溜児童公園植物管理業務委託 ㈱沼田緑化園

 河和田 3 丁目第 2 児童公園植物管理業務委託 ㈱日本造園 同左 同左

 堀町街区公園植物管理業務委託 ㈱高砂造園

同左 同左  諏訪・前原児童公園植物管理業務 ㈱高砂造園

 野田原第 1・2 児童公園植物管理業務委託 ㈱高砂造園

 十万原第 2 街区・近公園植物管理業務委託 ㈱鴨志田造園建設 同左 同左



 

 

上記のとおり、同一の契約に対して同一の業者が継続して落札している状

況が見られ、令和 2 年度における落札価格率（落札額／予定価格）は、94～

97％となっている。 

一方、これらの委託業務に関する契約金額の積算に当たっては、以下の事

例のように、詳細な積算が行われている。 

 

 

 

 双葉台 4 丁目東緑地植物管理業務委託 ㈲鈴木グリーン企画

同左 同左  城東児童公園植物管理業務 ㈲鈴木グリーン企画

 内原駅北ふれあい公園植物管理業務委託 ㈲鈴木グリーン企画

 内原駅北出会いの広場公園植物管理業務委託 興和緑地建設㈱ 同左 同左

 堀町緑地植物管理業務 ㈱水戸ｸﾞﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ 同左 同左

 水戸駅南口さくら(東・西)公園植物管理業務 興和緑地建設㈱ 同左 同左

 東前道漢坂街区公園植物管理業務 ㈱沼田緑化園 同左 同左

 元吉田鯉沢緑地植物管理業務 ㈲会沢造園 同左 同左

 裡 1 丁目児童公園植遣物管理業務委託 ㈱植正園 同左 同左

 常磐の杜第 1 街区公園植物管理業務委託 ㈱立原緑地土木
同左 同左

 常磐の杜第 2 街区公園植物管理業務委託 ㈱立原緑地土木

 (仮称)卸売団地緑地植物管理業務委託 ㈱立原緑地土木 同左 －

 十万原第 1 街区公園植物管理業務委託 ㈱立原緑地土木 同左 同左

 中沢池公園湿生植物管理業務委託 ㈱沼田緑化園 同左 －

 積算の事例 
１．委託価格合計：　　11,200,000 円 
 
２．委託費内訳書 

 工種 単位 数量 単価 金額（円）

 植え込み除草　　　 ㎡ 10,200 92 　938,400

 草地除草　　　　 ㎡ 38,600 52 2,007,200

 芝生機械刈　 ㎡ 45,600 36 1,641,600

 寄植え機械刈込 ㎡ 3,400 234 795,600

 ・・・・・・ ・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・

 ・・・・・・ ・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・

 計 11,200,000



 

管理対象の公園数が増加する中で、業務委託に関する契約件数は 200 件前

後の件数となっている。毎年の契約に関する事務作業、特に指名競争入札に

関しては、予定価格の算定や指名業者への通知、開札作業、契約後の工程表作

成等が一定時期に集中することにより、相当の業務負荷がかかることが想定

される。 

また、詳細な積算を行う一方で、要員には制約があるため、作業実績を分析

して、作業の効率化や費用の合理的な削減につながる仕様の見直し等を次年

度の契約に反映させるための十分な検討を行う時間が確保できるのかが懸念

される。 

契約金額の積算については、建設業と同様に工種別の単価算定や、歩掛の

適用作業がある。適切な積算を行うためには、準備作業として単価情報、歩掛

情報の正確な登録作業が必要であり、これらの登録作業には相応の業務負荷

がかかると想定される。 

単価情報等の登録、契約金額の積算については、専用の情報システムが利

用されているわけではなく、Excel で対応されている。 

積算業務の合理化を図るため、業務量削減や効率化への効果が見込めるこ

とを前提に、情報システムの導入を検討することが望ましいと思われる。単

価情報や歩掛情報を提供してもらえるような情報システムであれば、登録作

業の軽減により、相当程度の作業軽減が図れる可能性もあると思われる。ま

た、誤登録の防止により、積算結果の正確性が向上し、見直し・修正等にかけ

る作業の削減も期待できる。 

  
３．工種別の単価：寄植え機械刈込　100 ㎡当たり一位代価表 

※積算基準及び標準歩掛（別冊・公園緑地工）P.47 

 名称／細則 単位 材料／

歩掛

単価 金額

 造園工 人 0.590 20,600 12,154

 普通作業員 人 0.170 20,300 3,451

 主燃料　ガソリン ℓ 1.200 133 159

 機械損料 
（バリカン式刈込機　0.88ｋＷ）

日 0.600 300 180

 トラック運転　２ｔ 日 0.270 27,913 7,536

 計 23,480

 
 ㎡ 234



 また、植物管理の業務委託で同一業者が継続して落札している状況がある。

同一の落札業者側が継続する要因の中には、ノウハウの蓄積により、同じ工

区であれば他者よりも効率的に作業が実施できるという実態もあることが想

定される。同一業者の継続が契約金額の高止まりを招くものではなく、業者

自身も習熟により、作業効率の向上や、作業の質の維持・向上も図れるのであ

れば、年度毎の契約ではなく複数年契約を採用することも検討の余地がある

と考えられる。複数年契約のタイミングを分散させることにより、契約事務

に係る業務負荷を分散させることも可能になると思われる。 

契約事務に係る業務量を合理的に削減し、捻出した時間を使って、簡単な

業務であれば、外部委託に頼らず職員が自ら対応できるように、職員の時間

を確保することが望ましいと思われる。　

 

講じ た措

置 

の内容等

　公園協会は市内の都市公園及び児童遊園の維持管理業務を行うため，年間

200 件前後の発注業務を行っている。 

御指摘のとおり，現在は，Excel のマクロによって構築されたシステムで積

算作業を行っているが，協会の発注する維持管理業務の内容は，伐採や除草

といった定型的な業務が多くを占めており，一般土木工事のように多様な工

種で構成されるものではないことから，既存の Excel による積算システムで

も対応は可能と考えている。ただし，さらなる効率化を図る観点から，費用対

効果に優れた積算システムがあれば，導入について検討を進める。 

また，委託業務の複数年契約については，現在，市と公園協会で締結してい

る基本協定書において，単年度会計による事業執行を原則としており，指定

管理料の支払いについても同様であることから，基本協定のあり方を含め，

他の事例等を調査・研究し，物価や人件費等の市況を見極めながら，導入の可

否について検討を進めているところである。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和３年度
所管課 

（措置実施課）
都市計画部公園緑地課

 
報告書ページ 171

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 19

 

指摘事項等 

の内容

（イ）公園協会のあり方について検討すべきこと 

 

　現状、公園協会は、市の公園を非公募で指定管理者として管理するこ

とを主な事業としている。 

管理する公園は、438 箇所、216.28ha に上り、この公園を直営班職員

11 人（うちプロパー職員 6人）で管理することはできず、都市公園分に

ついては、市内造園業者にすべて再委託するに至っている。 

　契約事務にあたっては、委託業者と職員の癒着による不正を防止する

観点から、発注する職員を定期的に交替する等の対応をとる必要がある

と考えるが、公園協会の人員が少数なため、このような対応は難しいと

考える。 

　全てを再委託する状況であるのであれば、公園協会に委託する契約で

はなく、市が直接、都市公園の契約を締結するよう見直す必要があると

 公園種別 主な管理公園等名称 箇所数 面積

 総合公園 千波公園 1 68.56ha
 特殊公園 大塚池公園･小吹水源地公園･七ツ

洞公園･中沢池公園

4 29.31ha

 近隣公園 双葉台公園･駅南平和公園･保和苑･

東山近隣公園等

6 15.26ha

 地区公園 弁天池公園 1 3.40ha
 街区公園 砂久保町児童公園･吉沢街区公園等 83 23.49ha
 広場公園 常磐町 2 丁目広場･見和 3 丁目広場 2 0.17ha
 都市緑地 百樹園･逆川緑地･萬葉曝井の森等 35 35.93ha
 児童遊園 笠原町上組児童遊園･上水戸児童遊

園等

288 9.83ha

 未開設公園等 (仮称)東部公園等 14 29.65ha
 その他施設 桜川堤防敷･銀杏坂等 4 0.68ha
 計 438 216.28ha



 考える。 

　また、都市公園を今後も市内の造園業者に委託することになれば、委

託費は高くなっていくものとも考えられる。現在、委託費の積算にあた

っては、令和 2年度で造園工 20,600 円、普通作業員 20,300 円の日当を

基準に、共通仮設費として 4.88％、現場管理費として 24.47％が加算さ

れながら算出されている。 

　市内造園業は限られており、競争原理が働きにくい環境下で、今後も

積算上の人件費等が高騰していく中で、公園維持管理費の総額を抑制し

ていくことを検討するのであれば、公園協会の直営班の職員を増員し、

公園協会自らが管理する業務を増加し、再委託する割合を減少させるこ

とも検討することが必要である。 

　経営改善計画においても、職員の高齢化を課題とするとともに業務委

託についての発注内容等の見直しという点で認識されているとことであ

る。市は、今後の公園協会のあり方と期待する役割について整理を行っ

ていく必要がある。

 

講じた措置 

の内容等

　市内の開設済み都市公園は 144 公園（R5.4 時点）あり，近年は年間

2,000 件（R2:825 件，R3:1,663 件，R4：2,072 件，R5（～8/24）：1,217

件）に及ぶ要望に対応しており，現行体制のままこれらの維持管理業務

委託を本課において発注することは，市内公園の整備や緑化事業の実施

といった公園緑地課本来の業務を圧迫することになる。 
　また，公園植栽等の維持管理業務は，業務の繁忙時期が決まっており，

その時期を基準として直営の人員を増加することは，閑散期においては

余剰となるため非効率であり，必ずしも経済性で優位とは限らないと判

断している。一方で緊急工事や，年間を通しての全公園の点検業務とい

った直営の人員が対応すべき業務は今後も継続して行う必要があること

から，直営の人員を一定数確保していくことは必要である。 
　以上のことから，原則，公園緑地課及び公園協会の業務分担について

はこれまでの体制を維持する方針とする。 
公園維持管理費の総額の抑制を図る方策として，公園の維持管理業務

の複数年契約や積算業務の効率化について検討し，直営班の人員計画に

ついては，年齢構成や業務内容の見直し等を適切に行い，持続可能な組

織としてのあり方について，市と協会で研究を進めているところである。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和３年度
所管課 

（措置実施課）
市民協働部文化交流課
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区分別 

の番号

指摘事項 23

 意見

 

指摘事項等 

の内容

（ロ）水戸市指定管理業務に係る現金の簿外管理を是正すべきこと 

水戸市国際交流センターの施設使用料について、市との契約において

市へ全額送金することとしているため協会の財務諸表において当該現金

を計上していない。しかし実態としては日々市へ送金しているのではな

く、１週間などのある程度の期間が経つまで協会において保管したのち

に市へ送金を行っている。現金の管理は現金簿で日々管理を行い責任者

までの確認を経ているため管理としての問題はない。 

令和３年３月末における施設利用料現金残高は 22,200 円と金額的に

大きくはないものの、一時的でも協会が現金を保管・管理しているもの

については、預り金等の勘定科目により協会の財務諸表に計上する必要

がある。

 

講じた措置 

の内容等

公益財団法人水戸市国際交流協会は，水戸市国際交流センターの管理

運営の中で，センターの施設使用料の徴収事務を行っている。 

この施設使用料については，協会の収入源となるものではなく，適宜，

水戸市に収めるもので，徴収した使用料が一時的にでも協会の資産とし

て，協会の財務諸表に計上するべきものであるとの認識がなかったこと

から，市と協会で今後は，協会にて経理事務を見直し，年度末での施設

使用料を協会の財務諸表に計上することとした。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和３年度
所管課 

（措置実施課）
市民協働部文化交流課
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区分別 

の番号

指摘事項

 意見 21

 

指摘事項等 

の内容

（イ）県や近隣市町村との連携について 
令和２年度の国際交流センターの具体的な事業費の内訳は以下の通り

となっている。 
 

【別紙のとおり】 

 

国際交流センターの事業のうち、施設維持業務と交流都市との交流事

業が大きな部分を占めている。 
経営改善計画にもあるように、今日、日本では少子化で労働人口の減

少により、特定技能制度として外国人の日本での就労を促す施策が進め

られている。このような現象は、他の先進諸国でも同様であり、いかに

働き手に来てもらうかで国際間の競争が生じている。 
この様な中にあって、日本に、茨城県に、水戸市に来た外国人に対し

て、住みよさを提供していくことが、このような競争の中で勝ち残る方

策であり、また、そのような環境が地域の国際化に繋がるものであると

考える。 
これは、近隣の市町村でも同様である。 
現在、国際交流センターは、近隣市町村にはない施設を構え、人員も

有している。 
今後、地域に生活する外国人をサポートし、かつ地域住民に対し外国

人との日常生活での交流をサポートをしていくような国際交流の事業を

拡大していく上では、茨城県との連携を密にしながら、近隣市町村との

広域連携を図り、費用負担を求めながら、中核的機能を果たす役割を担

うことも検討していく必要がある。



 
 

 

講じた措置 

の内容等

本市は令和２年に中核市へ移行するとともに，令和４年２月に周辺８

市町村と連携中枢都市圏形成に関する協約を締結した。 

当該都市圏構想において，連携中枢都市である水戸市と連携市町村が，

人口減少・少子高齢社会においても，活力ある社会経済を維持すること

を目指している。 

今後，日本では地方都市においても，外国人は増加傾向が続くものと

考えられ，それらの外国人が言葉，生活習慣，文化の違いを乗り越えて

日本社会に溶け込み，定住していけるよう，地方自治体としても国や県

と連携しながら支援をしていく必要がある。これらの外国人材は，労働

力として地域を支えるだけでなく，その多様性が社会の発展に寄与する

ものと考えられており，外国人が，貴重な人材として，活躍できる社会

が醸成されることが重要である。そのため，水戸市国際交流センターで

は，当該都市圏などに住む外国人に対しても，地域で安心して生活でき

るよう外国人向けの事業や生活相談の実施，当センターの施設活用の促

進などに努めている。今後も多文化共生の中核的な施設として，水戸市

内外を問わず，幅広く外国人のニーズを踏まえながら，需要に応じた機

能や体制の強化について検討していく。



別紙

予算額 決算額 差異 備考

5,426 23 5,402

アナハイム市からの訪問団受入 552 - 552

水戸市学生親善大使の派遣 1,380 - 1,380

アナハイム市学生親善大使の受入 457 - 457

重慶市への訪問団派遣 2,567 - 2,567

重慶からの訪問団受入 305 - 305

重慶市青少年交流事業 165 - 165

重慶市交流関係 - 23 △ 23 支援物資運送料

その他海外諸都市との交流事業 - - - 

227 246 30

国際交流のつどいの開催 169 181 △ 12 パネル作成費、資料、講師謝礼等

国際交流団体連絡会の開催 4 - 4

日本語指導ボランティア団体への支援 104 65 38 講師交通費・謝礼、資料等

552 389 162

国際理解講座の開催 322 389 △ 67 講師謝礼、資料、材料費、印刷費、ＰＣリース等

国際交流パーティーの開催 218 - 218 消耗品等

国際理解のための外国人の紹介 12 - 12

1,878 675 1,202

子どものための日本語ボランティア 734 3 730 教材費

多文化共生のための日本語教育等支援事業 692 613 78 通信運搬費、講師交通費・謝礼等

在住外国人からの聞き取り 6 - 6

外国人のための防災訓練 62 20 41 通信運搬費、材料費等

生活情報紙「Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｐｏｔ　ＭＩＴＯ」の発行 22 22 - 通信運搬費、消耗品等

どようサロンの開催 66 6 60 ゲスト謝礼

日本文化体験等事業の実施 296 8 287 通信運搬費、消耗品、国内旅行傷害保険料

1,505 2,003 △ 498

協会機関誌の発行 474 335 138 機関紙印刷、発送費等

資料の収集及び提供 1,031 1,668 △ 637 書籍、ＰＣ消耗品、ホームページ維持管理費等

1,827 1,824 2 印刷費、翻訳筆耕料、ホームページ改修費等

4,055 2,818 1,236 記念品作成、翻訳筆耕料、記念誌作成委託費等

14,219 14,017 201 国際交流センター維持管理費

219 200 18 自販機・コインコピー機維持管理費、備品減価償却費

38,323 35,052 3,270 役員報酬、職員給与等（按分）

68,281 57,252 11,028

７　水戸市・重慶市友好交流都市提携20周年記念事業

８　施設維持管理業務

９　その他

10　人件費

計

６　多言語生活ガイドブック改訂版作成事業

事業科目

１　海外諸都市との交流事業

２　市民の国際交流に対する支援業務

３　国際交流に関する講座等の実施事業

４　外国人市民に対する支援事業

５　国際交流に関する情報の収集及び提供事業



 

包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 
 

 
監査実施年度 令和３年度

所管課 

（措置実施課）
産業経済部商工課
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区分別 

の番号

指摘事項

 意見 23

 

指摘事項等 

の内容

（イ）サービスセンターの事業のあり方について検討すべきこと 
 
別紙のとおり

 

講じた措置 

の内容等

サービスセンターが，令和３年 10 月より開始したオンライン申込に

ついては，現在，利用者は約３割となっている。オンライン申込の開始

により，窓口対応業務や入力作業の負担軽減につながっているため，今

後もオンライン申込の利用を促進し，更なる業務効率化を図っていく。 
また，付加価値を生ずる事業の展開については，全国中小企業勤労者

福祉サービスセンター等からの情報を十分活用し，有効な事業の検討を

進めていく。 
 

　



 

【別紙】 
 
　平成 30 年度から令和 2 年度の事業の収支を伴う内訳は，以下のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
　ところで，サービスセンターは，収益事業を行っておらず，事業活動の財源は，会員の会

費と補助金である。 
　事業内容としては，共済事業と旅行イベント等の開催と物品，チケット等販売の斡旋であ

る。 
　会員の会費は月額 1,000 円であり，共済については大部分を再共済(月額 271 円)とサービ

スセンターでの共済分(月額 143 円程度)の合計 414 円程度を負担し，残りの 586 円をサー

ビスセンターの管理費（市から補助金を受けている以外の部分）及び事業費として経営をし

ている。 
　事業内容における物品，チケット等の斡旋は，これらの対象商品について，定価よりサー

ビスセンターとして会員に安価に提供できるように提供者からの紹介はされているが，サ

ービスセンターは更に安価に提供できるようにサービスセンターの負担において，提供者

の提示価格よりも安く斡旋する方法がとられている。提供者から，サービスセンターが定価

より安価に提供してもらえる部分については，サービスセンターが多くの会員を有するこ

とによる付加価値とも考えられるが，その価格を下回って提供する部分については，収益事

業を行わない原資としては，会費や補助金に他ならず，サービスセンターは会費や補助金を

分配しているにすぎないものと考えられる。 
　物品，チケット等販売の斡旋を分配による事業での発展性は限られており，会員を獲得し，

自立して行くためには，会費や補助金を分配の原資とする事業体質を変革し，付加価値を創

出し，その付加価値分を分配の原資としていく体質に変革していく必要がある。 
　そのような活動をしていくためには，現在の事業の実施にあたって，申し込みから集金ま

での手続きが，窓口やＦＡＸによっており，一つ一つの作業において，職員が記入や入力等

を行う必要があり，事務効率が悪い状況であった。限られた職員での，事務の非効率は，会

員の増加による対象者の増加や事業展開の拡大において大きな制約となっている。令和 3
年 10 月より，オンラインでの申し込みが可能となっており，この点でオンライン申し込み

分について手作業での再入力が省力化されたとのことであるが，更に事務の効率化を進め，

事務の省力化した部分について，収益事業を含めた付加価値を生ずる事業に向けられるよ

う取り組む必要がある。 



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 
 

 
監査実施年度 令和３年度

所管課 

（措置実施課）
総務部人事課

 
報告書ページ 235

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 25

 

指摘事項等 

の内容

（ⅰ）外郭団体の退職手当に関する基準の適用を推進すべきこと 
 
別紙のとおり 

 

講じた措置 

の内容等

　令和４年８月に各外郭団体所管部長に対して，監査意見・指摘事項の

是正に必要な指導監督を行うよう通知した結果，意見のあった３団体の

うち，１団体については令和５年度中に改正予定である。 

その他２団体の改正予定は未定であるが，引続き退職手当制度の統一

に向けた取組を進めていく。



 
 
　外郭団体の退職手当に関する基準（平成 30 年 4 月 1 日改正）において、福祉関係団体を

除く 9 団体について統一的な退職手当制度を基準として明確に提示している。しかし、令

和 2 年度末時点において 9 団体中 3 団体（公益財団法人水戸市スポーツ振興協会、公益財

団法人水戸市芸術振興財団、公益財団法人水戸市国際交流協会）については基準に沿った退

職手当制度となっていない。 
　外郭団体において実施する事業は異なるものの、経営実態として市からの補助金や委託

事業費が収入の大きな割合を占めている状況である。そのような中、市が示した退職手当制

度に従い従来の制度を変更した法人と従前の制度を利用している法人が混在しているため

外郭団体間において不公平が生じている。市担当課へのヒアリングにおいて定期的に制度

の改正状況は確認しているものの、全団体の基準への統一に向けた目標期限は定めていな

いとのことであった。外郭団体間における不公平を是正するため、退職手当制度の統一を進

める必要がある。 
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スポーツ協会・芸術振興財団基準退職手当額

国際交流協会基準退職手当額

外郭団体基準退職手当額



 

 
 

 定年退職時の勤続年数 20 年 25 年 30 年 35 年 38 年

 市職員基準退職手当額 
（千円）

9,343 13,945 16,807 19,755 19,755

 スポーツ協会・芸術振興財

団基準退職手当額（千円）
7,980 10,783 15,675 18,288 19,855

 国際交流協会基準退職手当

額（千円）
8,930 12,730 15,770 18,050 19,418

 外郭団体基準退職手当額

（千円）
7,474 10,655 13,199 15,108 16,253

シミュレーション条件 
・退職時の給与は 380,000 円。 
・退職手当額は定年退職による算定。 
・市職員基準退職手当額は基本額+調整額。 
・調整額の算定において 22 歳で就職した者（就職時 1 級）が 10 年で 1 級昇格するも

のと仮定し、初任給 171,000 円、定年退職時（38 年目）の給与 380,000 円まで毎

年同額で昇給した場合の退職時における調整額と同額とする。


